【安全計画】令和8年1月
児童発達支援・放課後等デイサービスレッツウォーク港南台

1．目的
本計画は、本児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、児童の生命・身体の安全を最優先に確保し、事故・災害・トラブルを未然に防止し、発生時には迅速かつ適切に対応することを目的とする。

2．安全管理の基本方針
（ア）すべての職員が児童の安全確保を最優先に行動する
（イ）危険を予測し、事故を未然に防ぐ支援を行う
（ウ）事故・ヒヤリハットを共有し、再発防止に活かす
（エ）緊急時には組織的に対応する

3．日常の安全管理
（1）環境整備
（ア）室内外の危険物（刃物、薬品、コード類等）は施錠管理
（イ）床の濡れ・段差・遊具の破損等を毎日点検
（ウ）送迎車両の安全点検を毎日実施

（2）児童の健康管理
（ア）来所時の体調確認（発熱、顔色、様子）
（イ）体調不良時は保護者に連絡し、無理な活動をさせない
（ウ）アレルギー、持病、服薬の情報を個別支援計画で管理

（3）支援中の安全配慮
（ア）活動内容に応じて職員配置を調整
（イ）危険が予測される活動（調理、外出等）は事前にルールを説明
（ウ）強度行動障害のある児童には個別の安全配慮を行う

4．送迎時の安全対策
（ア）乗車前・降車後に必ず人数確認
（イ）児童を車内に残さないダブルチェック
（ウ）シートベルト・チャイルドシートの着用徹底
（エ）運転中のスマートフォン操作禁止


5．事故・ケガ発生時の対応
（ア）児童の安全確保と応急対応
（イ）必要に応じて救急要請（119）
（ウ）管理者へ報告
（エ）保護者へ連絡
（オ）事故報告書を作成
（カ）再発防止策の検討と共有

6．災害時対応（地震・火災・台風等）
（1）避難
（ア）事業所の避難場所：＿港南区港南台榎戸公園・横浜市立港南台第一小学校
（イ）避難経路：道路状況や建物の損壊状況を確認し、可能であれば徒歩にて環状3号線歩道を徒歩にて避難
（ウ）避難時は名簿で人数確認

（2）保護者連絡
（ア）速やかに一斉連絡で状況報告（電話・SNS・事業所公式LINE）
（イ）事業所もしくは、緊急避難場所にて児童の引き渡しを施行　原則保護者に直接

7．不審者・虐待防止対応
（ア）不審者侵入時は児童を安全な部屋へ誘導し、110番通報
（イ）虐待が疑われる場合は管理者へ報告し、必要に応じて関係機関へ通告

8．職員研修
（ア）3ヶ月に1回以上、安全・事故防止・緊急対応研修を実施
（イ）新任職員には必ず入職から1ヶ月以内に施行。安全管理研修含む

9．見直し・改善
（ア）ヒヤリハットや事故をもとに年1回以上見直しを行う
（イ）必要に応じて計画を改訂する

